R6.2

都市計画法第４３条第1項　建築許可申請の添付書類について

市街化調整区域内で開発許可を受けた開発区域以外の区域内で建築物の建築等を行う場合、都市計画法第４３条第１項の建築許可が必要となります。
建築許可申請の申請書類については以下のとおり添付が必要となります。申請される際には建築指導課と事前に協議をお願いします。

１　提出部数

　　正本1部（ファイル綴じ必要）書類１～１９
副本2部（ファイル綴じ不要）書類１及び９～１９
２　申請書類（図面には、作成者の記名をお願いします。）
	建築許可申請書等関係書類
	１
	建築許可申請書（様式18-1）
	設計図書等関係書類
	９
	申請地位置図、付近見取図

	
	２
	委任状（申請手続きを第三者に委任する場合）
	
	10
	申請地の字図等の写し

（直近のもの）

	
	３
	申請理由書、事業計画書
	
	11
	敷地現況図（敷地赤囲い）

（既存擁壁・工作物等を記入）

	
	４
	立地基準（令第36条第1項第3号に該当していることを確認できる書面
（既存宅地確認書の写し等）
	
	12
	配置図（敷地赤囲い）

（道路種別、雨水・汚水・雑排水経路図、擁壁・工作物等を記入）

※工作物については既存・新設の明示

	
	５
	＊公共施設の管理者の同意（水道局等）
	
	13
	現況・計画断面図（擁壁等の位置・種類が確認できるもの）

	
	６
	＊公共施設の管理者との協議書（ごみ置場等）
	
	14
	＊給水施設計画平面図

	
	７
	申請地の土地登記事項証明書
	
	15
	敷地求積図（道路後退前・後の面積が確認できるもの）

	
	８
	排水同意書（様式30）
（下水道接続の場合は任意）
	
	16
	建築物の平面図・立面図

	
	
	
	
	17
	新設工作物の構造図

（基礎、配筋等まで明示）

	
	
	
	
	18
	建築物の求積図・求積表

	
	
	
	
	19
	建築物等概要書（様式15－2）

	その他市長が必要と認めるもの


注1） ＊の書類は、自己用外の建築物（共同住宅等）の場合に必要です。

注2） 申請の際、手数料の納付が必要となります。本庁１階の銀行窓口で納付となりますので、午後２時３０分までに建築指導課に申請をお願いします。
佐賀市建築指導課開発審査係（直通Tel：40-7173）
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